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○守谷市保健福祉審議会条例 

平成１０年３月２３日 

条例第６号 

改正 平成１２年３月２８日条例第１４号 

平成２５年９月２４日条例第１８号 

平成３０年３月２９日条例第３号 

（設置） 

第１条 保健福祉行政の円滑な運営を図るため守谷市保健福祉審議会（以下

「審議会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 審議会は，市長の諮問等に応じ，保健福祉に関する事業の推進を図る

ため，次の各号に関する事項について調査審議し，市長に意見を答申し，又

は助言する。 

（１） 保健福祉事業・介護保険事業に係る計画及び施策に関する事項 

（２） 保健福祉サービス・介護保険サービスの推進及び見直しに関する事

項 

（３） 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第７７条第１項

各号に掲げる事項 

（４） その他市長が必要と認める事項 

（組織） 

第３条 審議会は，委員２４人以内で組織する。 

２ 委員は，次に掲げる者のうちから，市長が委嘱する。 

（１） 保健団体代表 

（２） 福祉団体代表 

（３） 市民生委員児童委員協議会代表 

（４） 福祉施設代表 
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（５） 守谷市私立幼稚園連合会代表 

（６） 守谷市PTA連絡協議会代表 

（７） 子育て支援団体代表 

（８） 学識経験者 

（９） 市の住民 

（１０） 行政機関代表 

（任期） 

第４条 委員の任期は，３年とする。ただし，補欠委員の任期は，前任者の残

任期間とする。 

２ 委員は，再任されることができる。ただし，２回を限度とする。 

（会長及び副会長） 

第５条 審議会には，会長及び副会長を置き，委員の互選により定める。 

２ 会長は，会務を総理し，審議会を代表する。 

３ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故があるとき，又は会長が欠けたとき

は，その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 審議会は，会長が必要に応じて招集し，会長が議長となる。 

２ 審議会は，委員の半数以上の出席がなければ開くことはできない。 

（関係者の出席） 

第７条 審議会は，審議のため必要があると認めるときは，委員以外の者の出

席を求め，意見若しくは説明を聴くことができる。 

（庶務） 

第８条 審議会の庶務は，保健福祉部社会福祉課において処理する。 

（委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか，審議会の運営に関し必要な事項は，会

長が審議会に諮って定める。 
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附 則 

１ この条例は，公布の日から施行する。 

２ 第４条第１項の規定にかかわらず，守谷市保健福祉審議会条例の一部を改

正する条例（平成２５年守谷市条例第１８号）による改正後の守谷市保健福

祉審議会条例の規定により初めて委嘱される委員の任期は，平成２７年３月

３１日までとする。 

附 則（平成１２年３月２８日条例第１４号） 

この条例は，平成１２年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年９月２４日条例第１８号） 

この条例は，公布の日から施行する。 

附 則（平成３０年３月２９日条例第３号）抄 

この条例は，次の各号に掲げる区分に応じ，それぞれ当該各号に定める日か

ら施行する。 

（１） 第１条から第４条までの規定 平成３０年４月１日 

 


